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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 7月 20日 (2007.7.20)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 一 日 一 回 の 抗 生 物 質 製 剤 で あ っ て 、
　 第 一 、 第 二 及 び 第 三 の 抗 生 物 質 剤 形 を 含 み 、



　 前 記 抗 生 物 質 剤 形 の そ れ ぞ れ が 、 最 低 一 つ の 抗 生 物 質 と 薬 学 的 許 容 担 体 を 含 み 、
　 前 記 第 一 の 抗 生 物 質 剤 形 が 即 時 放 出 剤 形 で あ り 、 前 記 第 二 及 び 第 三 の 抗 生 物 質 剤 形 が 持
続 放 出 剤 形 で あ っ て 、

記 第 二 の 剤 形 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 す る の と ほ ぼ 同 時 に 抗 生 物
質 の 放 出 を 開 始 す る か 、 あ る い は 前 記 第 二 の 剤 形 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 放 出 を
開 始 し た 後 に 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 し 、
　 ま 記 第 三 の 剤 形 が 、 前 記 第 二 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 し た 後 に 抗 生 物 質 の 放
出 を 開 始 し 、
　 前 記 抗 生 物 質 か ら 放 出 さ れ た 全 て の 抗 生 物 質 の Ｃ ｍ ａ ｘ が 、 投 与 か ら 約 １ ２ 時 間 未 満 に
得 ら れ 、 前 記 一 日 一 回 の 抗 生 物 質 製 剤 が 、 ２ ４ 時 間 分 の 最 低 一 つ の 抗 生 物 質 の 全 投 与 量 を
包 含 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 二 の 剤 形 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物
質 の 放 出 を 開 始 す る の と ほ ぼ 同 時 に 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質
製 剤 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 二 の 剤 形 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 が
抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 し た 後 に 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤
。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 抗 生 物 質 製 剤 の Ｃ ｍ

ａ ｘ が 、 投 与 後 ４ 時 間 よ り 早 く に は 達 し な い こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 一 の 剤 形 か ら 放 出
さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 抗 生 物 質 製 剤 の 投 与 後 約 ０ ． ５ 時 間 か ら 約 ２ 時 間 の 間 に Ｃ ｍ ａ ｘ

に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 抗 生 物 質 製 剤 が 、 経
口 剤 形 で あ る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 二 の 剤 形 か ら 放 出
さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 し た 後 に 、 Ｃ

ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 三 の 剤 形 か ら 放 出
さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 二 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 し た 後 に 、 Ｃ

ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物
質 の 投 与 量 全 体 の 約 ２ ０ か ら ７ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 二 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の
約 １ ０ か ら ７ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 三 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 １ ０ か ら ７ ０ ％
を 包 含 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物
質 の 投 与 量 全 体 の 約 ２ ５ か ら ６ ６ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 二 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の
約 １ ５ か ら ６ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 三 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 １ ５ か ら ６ ０ ％
を 包 含 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生
物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 ３ ３ か ら ６ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 二 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体

(2) JP 2006-528185 A5 2007.9.6

　 前

た 前

又 は ２
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な い し ５ の い ず れ か

な い し ６ の い ず れ か

な い し ７ の い ず れ か

な い し ８ の い ず れ か

な い し ９ の い ず れ か

な い し １ ０ の い ず れ か



の 約 ２ ５ か ら ５ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 三 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 ２ ５ か ら ５ ０
％ を 包 含 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 さ ら に 第 四 の 抗 生 物 質
剤 形 を 含 み 、
　 前 記 第 四 の 抗 生 物 質 剤 形 が 、 持 続 あ る い は 遅 延 放 出 剤 形 で あ っ て 、 最 低 一 つ の 抗 生 物 質
と 薬 学 的 許 容 担 体 を 含 み 、
　 前 記 第 四 の 抗 生 物 質 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 前 記 最 低 一 つ の 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 一 、 第 二 及
び 第 三 の 剤 形 の そ れ ぞ れ か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 に つ い て Ｃ ｍ ａ ｘ が 得 ら れ た 後 に 、 Ｃ ｍ

ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 抗 生 物 質 製 剤 の Ｃ ｍ ａ ｘ が 、 投 与 後 ４
時 間 よ り 早 く に は 達 し な い こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 請 求 項 １ ２ 又 は １ ３ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 一 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗
生 物 質 が 、 抗 生 物 質 製 剤 の 投 与 後 約 ０ ． ５ 時 間 か ら 約 ２ 時 間 の 間 に Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と
を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 二 の 剤 形 か ら
放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 抗 生 物 質 製 剤 の 投 与 後 約 ４ 時 間 以 内 に Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と
を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 抗 生 物 質 製 剤 が
、 経 口 剤 形 で あ る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 二 の 剤 形 か ら
放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 し た 後 に
、 Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 抗 生 物 質 製 剤 に お い て 、 前 記 第 三 の 剤 形 か ら
放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 二 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 し た 後 に
、 Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 製 剤 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　

【 請 求 項 ２ ０ 】
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な い し １ ２ の い ず れ か

な い し １ ４ の い ず れ か

な い し １ ５ の い ず れ か

な い し １ ６ の い ず れ か

な い し １ ７ の い ず れ か

第 一 、 第 二 及 び 第 三 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 で あ っ て 、
　 前 記 抗 生 物 質 剤 形 の そ れ ぞ れ が 、 最 低 一 つ の 抗 生 物 質 と 薬 学 的 許 容 担 体 を 含 み 、
　 前 記 第 一 の 抗 生 物 質 剤 形 が 即 時 放 出 剤 形 で あ り 、 前 記 第 二 及 び 第 三 の 抗 生 物 質 剤 形 が 持
続 放 出 剤 形 で あ っ て 、
　 前 記 第 二 の 剤 形 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 す る の と ほ ぼ 同 時 に 抗 生 物
質 の 放 出 を 開 始 す る か 、 あ る い は 前 記 第 二 の 剤 形 は 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 放 出 を
開 始 し た 後 に 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 し 、
　 ま た 前 記 第 三 の 剤 形 が 、 前 記 第 二 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 し た 後 に 抗 生 物 質 の 放
出 を 開 始 し 、
　 前 記 第 一 、 第 二 及 び 第 三 の 抗 生 物 質 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 全 て の 抗 生 物 質 の Ｃ ｍ ａ ｘ が 、
投 与 か ら 約 １ ２ 時 間 未 満 に 得 ら れ 、 前 記 第 一 、 第 二 及 び 第 三 の 抗 生 物 質 剤 形 が 全 体 で 、 ２
４ 時 間 分 の 最 低 一 つ の 前 記 抗 生 物 質 の 全 投 与 量 を 包 含 し 、
　 前 記 使 用 が 、 宿 主 の 細 菌 感 染 を 処 置 す る た め の 一 日 一 回 の 抗 生 物 質 製 剤 の 製 造 へ の 使 用
で あ る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 二 の 剤 形 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 す る の と ほ ぼ 同 時 に 抗 生 物



【 請 求 項 ２ １ 】
　

【 請 求 項 ２ ２ 】
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質 の 放 出 を 開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ 又 は ２ ０ に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 二 の 剤 形 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 放 出 を 開 始 し た 後 に 抗 生 物 質 の 放 出 を
開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ な い し ２ １ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 抗 生 物 質 製 剤 の Ｃ ｍ ａ ｘ が 、 投 与 後 ４ 時 間 よ り 早 く に は 達 し な い こ と を 特 徴 と す る
抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ な い し ２ ２ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 一 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 抗 生 物 質 製 剤 の 投 与 後 約 ０ ． ５ 時 間 か
ら 約 ２ 時 間 の 間 に Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ な い し ２ ３ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 抗 生 物 質 製 剤 が 、 経 口 剤 形 で あ る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ な い し ２ ４ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 二 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が
Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 し た 後 に 、 Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ な い し ２ ５ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 三 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 二 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が
Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 し た 後 に 、 Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ な い し ２ ６ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 ２ ０ か ら ７ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 二 の 剤 形
が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 １ ０ か ら ７ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 三 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与
量 全 体 の 約 １ ０ か ら ７ ０ ％ を 包 含 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ な い し ２ ７ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 ２ ５ か ら ６ ６ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 二 の 剤 形
が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 １ ５ か ら ６ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 三 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与
量 全 体 の 約 １ ５ か ら ６ ０ ％ を 包 含 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ な い し ２ ８ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 一 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 ３ ３ か ら ６ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 二 の 剤 形
が 抗 生 物 質 の 投 与 量 全 体 の 約 ２ ５ か ら ５ ０ ％ を 包 含 し 、 前 記 第 三 の 剤 形 が 抗 生 物 質 の 投 与
量 全 体 の 約 ２ ５ か ら ５ ０ ％ を 包 含 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 １ ９ な い し ２ ９ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 さ ら に 第 四 の 抗 生 物 質 剤 形 を 含 み 、
　 前 記 第 四 の 抗 生 物 質 剤 形 が 、 持 続 あ る い は 遅 延 放 出 剤 形 で あ っ て 、 最 低 一 つ の 抗 生 物 質
と 薬 学 的 許 容 担 体 を 含 み 、
　 前 記 第 四 の 抗 生 物 質 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 前 記 最 低 一 つ の 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 一 、 第 二 及
び 第 三 の 剤 形 の そ れ ぞ れ か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 に つ い て Ｃ ｍ ａ ｘ が 得 ら れ た 後 に 、 Ｃ ｍ

ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 ３ ０ に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 抗 生 物 質 製 剤 の Ｃ ｍ ａ ｘ が 、 投 与 後 ４ 時 間 よ り 早 く に は 達 し な い こ と を 特 徴 と す る



【 請 求 項 ３ ２ 】
　

【 請 求 項 ３ ３ 】
　

【 請 求 項 ３ ４ 】
　

【 請 求 項 ３ ５ 】
　

【 請 求 項 ３ ６ 】
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抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 ３ ０ 又 は ３ １ に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 一 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 抗 生 物 質 製 剤 の 投 与 後 約 ０ ． ５ 時 間 か ら 約
２ 時 間 の 間 に Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 ３ ０ な い し ３ ２ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 二 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 抗 生 物 質 製 剤 の 投 与 後 約 ４ 時 間 以 内 に
Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 ３ ０ な い し ３ ３ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 抗 生 物 質 製 剤 が 、 経 口 剤 形 で あ る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 ３ ０ な い し ３ ４ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 二 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 一 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が
Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 し た 後 に 、 Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。

請 求 項 ３ ０ な い し ３ ５ の い ず れ か に 記 載 の 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 に お い て 、
　 前 記 第 三 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が 、 前 記 第 二 の 剤 形 か ら 放 出 さ れ た 抗 生 物 質 が
Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 し た 後 に 、 Ｃ ｍ ａ ｘ に 達 す る こ と を 特 徴 と す る 抗 生 物 質 剤 形 の 使 用 。
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